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改正案（R4.10 改正） 現 行 

地質・土質調査業務共通仕様書 

 

第１章 ～ 第４章 ［略］ 

 

第５章 サウンディング 

第１節 ～ 第４節 ［略］ 

第５節 スクリューウエイト貫入試験（スウェーデン式サウンディング試験） 

第６節 ［略］ 

 

第６章 ～ 第１２章 ［略］ 

 

 

 

 

測量業務共通仕様書 

 

改正なし 

 

 

 

設計業務共通仕様書 

 

改正なし 

 

 

 

 

 

 

 

地質・土質調査業務共通仕様書 

 

第１章 ～ 第４章 ［略］ 

 

第５章 サウンディング 

第１節 ～ 第４節 ［略］ 

第５節 スウェーデン式サウンディング試験 

第６節 ［略］ 

 

第６章 ～ 第１２章 ［略］ 

 

 

 

 

測量業務共通仕様書 

 

改正なし 

 

 

 

設計業務共通仕様書 

 

改正なし 
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改正案（R4.10 改正） 現 行 

用地調査等業務共通仕様書 

第１章 総則 

第１条  [略] 

第２条 用語の定義 

（１）～（49）  [略] 

（50）「営業要領」とは、中央用対が定める営業補償調査算定要領（案）をいう。 

この場合において、営業要領第１条中「基準細則」とあるのは「運用方針」と読み替えるものとする。 

（51）  [略] 

（52）  [略] 

 

第２章 ～ 第３章  [略] 

 

第４章 用地測量 

第１節 ～ 第３節  [略] 

第４節 用地実測図等の作成 

第７６条 用地実測図原図の作成 

[略] 

（１）  [略] 

① 土地の測量に従事した者の氏名 

② ～ ③  [略] 

（２）  [略] 

第７７条 ～ 第８０条  [略] 

 

第５章  [略] 

 

第６章 建物等の調査 

第１節 調査 

第８５条 ～ 第９１条  [略] 

第９２条 生産設備 

[略] 

（１）生産設備の配置状況。調査に当たり必要があると認められるときは現況測量等を行う。 

（２）～（８）  [略] 

 

第９３条  [略] 

 

 

用地調査等業務共通仕様書 

第１章 総則 

第１条  [略] 

第２条 用語の定義 

（１）～（49）  [略] 

【新規】 

 

（50）  [略] 

（51）  [略] 

 

第２章 ～ 第３章  [略] 

 

第４章 用地測量 

第１節 ～ 第３節  [略] 

第４節 用地実測図等の作成 

第７６条 用地実測図原図の作成 

[略] 

（１）  [略] 

① 土地の測量に従事した者の記名押印 

② ～ ③  [略] 

（２）  [略] 

第７７条 ～ 第８０条  [略] 

 

第５章  [略] 

 

第６章 建物等の調査 

第１節 調査 

第８５条 ～ 第９１条  [略] 

第９２条 生産設備 

[略] 

（１）生産設備の配置状況。調査に当たり必要があると認められるときは平板測量等を行う。 

（２）～（８）  [略] 

 

第９３条  [略] 
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改正案（R4.10 改正） 現 行 

第９４条 庭園 

[略] 

（１）庭園に設置されている庭石、灯籠、築山、池等の配置の状況及び植栽されている立竹木の配置の状況。 

配置の調査は、現況測量等により行うものとする。 

【削除】 

（２）～（５）  [略] 

第９５条 ～ 第９７条  [略] 

第２節 ～第３節  [略] 

 

第７章 営業その他の調査 

第１節 調査 

第１２２条  [略] 

第１２３条 営業に関する調査 

営業に関する調査は、営業要領により行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【削除】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９４条 庭園 

[略] 

（１）庭園に設置されている庭石、灯籠、築山、池等の配置の状況及び植栽されている立竹木の配置の状況。 

配置の調査は、平板測量により行う。 

ただし、規模が小さく平板測量以外で行うことが可能なものにあっては、他の方法により行うことができる。 

（２）～（５）  [略] 

第９５条 ～ 第９７条  [略] 

第２節 ～第３節  [略] 

 

第７章 営業その他の調査 

第１節 調査 

第１２２条  [略] 

第１２３条 営業に関する調査 

営業に関する調査は、営業要領法人が営業主体である場合の営業に関する調査は、補償額の算定に必要となる次の各

号に掲げる事項について行うものとする。 

（１）営業主体に関するもの 

① 法人の名称、所在地、代表者の氏名及び設立年月日 

② 移転等の対象となる事業所等の名称、所在地、責任者の氏名及び開設年月日 

③ 資本金の額 

④ 法人の組織（支店等及び子会社） 

⑤ 移転等の対象となる事業所等の従業員数および平均賃金 

⑥ 移転等の対象となる事業所等の敷地及び建物の所有関係 

（２）業務内容に関するもの 

① 業種 

② 移転等の対象となる事業所等の製造、加工又は販売等の主な品目 

③ 原材料、製品又は商品の主な仕入先及び販売先（得意先） 

④ 品目等別の売上構成 

⑤ 必要に応じ、確定申告書とともに税務署に提出した事業概況説明書写を収集する。 

（３）収益及び経費に関するもの 

営業調査表の各項目を記載するために必要とする次の書面又は簿冊の写を収集する。 

① 直近３か年の事業年度の確定申告書（控）（写）であって、税務署受付印のあるもの。 

② 直近３か年の事業年度の損益計算書（写）及び貸借対照表（写）。 

③ 直近１年の事業年度の総勘定元帳（写）及び固定資産台帳（写）。 

特に必要と認める場合は直近３か年。 

④ 直近１年の事業年度の次の帳簿（写）。 

特に必要と認める場合は直近３か年。 
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改正案（R4.10 改正） 現 行 

 

 

 

 

【削除】 

 

 

 

 

 

 

第１２４条 ～ 第１２５条  [略] 

 

第２節 調査書の作成 

第１２６条 調査書の作成 

   営業に関する調査書は、第１２３条の調査結果を基に営業要領により作成するものとする。 

 

２ ～ ３  [略] 

 

第３節 算定 

第１２７条 補償額の算定 

営業に関する補償額の算定は、前条第１項で作成した資料を基に営業要領により行うものとする。この場合において、

建物及び工作物の移転料の算定業務が当該委託契約の対象とされていないときは、これらの移転工法の教示を得た上

で、行うものとする。 

【削除】 

 

２  [略] 

 

第８章 ～第２１章  [略] 

 

第２２章 写真台帳の作成 

第１９６条 写真台帳の作成 

１ ～ ２  [略] 

３ 写真台帳の作成に当たっては、撮影年月日等の記載事項及び撮影対象物の位置その他必要と認められる事項を

明記し、写真撮影に従事した者の氏名を記載するものとする。 

４  [略] 

ア 正規の簿記の場合 

売上帳、仕入帳、仕訳帳、得意先元帳、現金出納帳及び預金出納帳 

イ 簡易簿記の場合 

現金出納帳、売掛帳、買掛帳及び経費帳 

（４）その他補償額の算定に必要となるもの 

２ 個人が営業主体である場合の営業に関する調査は、前項に準じて行うものとする。 

３ 仮営業所に関する調査を指示されたときは、次の各号による調査を行うものとし、調査の結果、仮営業所として適

当なものが存しないと認めるときは、その旨を調査職員に報告するものとする。 

（１）仮営業所設置場所の存在状況並びに賃料及び一時金の水準 

（２）仮営業所用建物の存在状況並びに賃料及び一時金の水準 

（３）仮設組立建物等の資材のリースに関する資料 

第１２４条 ～ 第１２５条  [略] 

 

第２節 調査書の作成 

第１２６条 調査書の作成 

   営業に関する調査書は、第１２３条の調査結果を基に営業調査表に所定の事項を記載することにより作成するものと

する。 

２ ～ ３  [略] 

 

第３節 算定 

第１２７条 補償額の算定 

営業に関する補償額の算定は、調査職員から営業補償の方法につき指示を受けるほか、建物及び工作物の移転料の

算定業務が当該委託契約の対象とされていないときは、これらの移転工法の教示を得た上で、行うものとする。 

 

２ 前項の場合において、仮営業所設置費用を算定するときは、仮営業所の設置方法について調査職員の指示を受ける

ものとする。 

３  [略] 

 

第８章 ～第２１章  [略] 

 

第２２章 写真台帳の作成 

第１９６条 写真台帳の作成 

１ ～ ２  [略] 

３ 写真台帳の作成に当たっては、撮影年月日等の記載事項及び撮影対象物の位置その他必要と認められる事項を

明記し、写真撮影に従事した者の記名押印をするものとする。 

４  [略] 

 


